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次期参議院議員通常選挙の公約に道州制の推進を明記するとともに、

地方分権の究極の姿である道州制の実現に向けて基本法を早期に制定

することを求める 

 

 我が国が直面する困難な課題に国全体が持つ優れた能力と地域の個性を発揮し

て立ち向かっていくため、国と地方が手を携え、有効性を失った中央集権体制を

打破し、地方分権型・多極型の「新しい国のかたち」である道州制を導入して、

国と地方双方の政府を再構築・機能強化することが必要である。 

道州制の導入は、中央集権体制という統治システムを再構築する大改革である

とともに、基礎自治体のあり方にも影響を及ぼすものであり、国民的な議論と国

政での意思決定が不可欠であることから、貴党におかれては、「道州制推進知事・

指定都市市長連合」がとりまとめた、別添の「地域主権型道州制の基本的な制度

設計と実現に向けた工程 ―国民的な議論を喚起するための試案― 」を踏まえ、

地方分権型の道州制の早期実現に向けて、次の取組を一層推進していただきたい。 
 

記 
 

１ 次期参議院議員通常選挙の政権公約に、地方分権型の道州制を推進する方針

を明記し、また、試案に示す考え方を踏まえ、道州制の理念や基本的な制度設

計、実現に向けた工程等を具体的に盛り込むこと。 
 

２ 国から地方への大幅な権限・財源の移譲や、国の府省の解体再編及び出先機

関の原則廃止、道州及び大都市制度を含めた基礎自治体のあり方などの道州制

の導入に係る基本的な理念や方針、道州制実現に向けた工程、制度設計を行う

検討機関の設置などを定める基本法について、地方の意見を反映の上、早期に

制定すること。 

 

３ 基本法に基づく検討機関には複数の知事及び指定都市市長などの自治体の長

を参加させるなど、まさに当事者である我々地方の意見が確実に反映される仕

組みを構築すること。 

 

４ 基礎自治体の役割や事務の補完などの体制のあり方について、基本法に基づ

く検討機関において、制度設計に地方の意見を十分に反映させること。 
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地域主権型道州制の基本的な制度設計と実現に向けた工程

－国民的な議論を喚起するための試案ー

平成２４年７月１８日

道州制推進知事・指定都市市長連合

道州制推進知事・指定都市市長連合は、地方の側から国民的な議論を喚起

し、政府・政党を動かすことで地域主権型道州制の導入に向けた道筋をつけ

るため、その推進母体として、有志知事・指定都市市長により設立された。

この「地域主権型道州制の基本的な制度設計と実現に向けた工程」は、国

民的な議論を促すための「たたき台」として、制度設計を検討する上での論

点を整理した試案であり、今後、他の地方公共団体や各界・各層のご意見を

伺いながら、推進連合において更に検討を重ね、一層の充実を図ることとし

たい。

この試案が、道州制の導入に向けた議論を更に高める契機となることを期

待する。

１ 基本的な制度設計

(1) 道州制導入の理念

○有効性を失った中央集権体制を打破し、国は外交や防衛、通商政策、

国家的規模の災害への対応など国家の存立に関わる事務に専念する一

方、補完性の原則に基づく事務・権限、財源の大胆な移譲により、内

政に関する事務は地方が担うことができるよう、国と地方双方の政府

を再構築、機能強化することで、地方分権改革の飛躍的な推進と行政

システムの最適化を図りながら、地域主権型・多極型の「新しい国の

かたち 、すなわち地域主権型道州制を創造する。」

○人口減少・超高齢社会の到来、グローバル化の進展など時代の潮流の

中で、我が国が直面する困難な課題に国全体が持つ優れた能力と地域

、 、の個性を発揮して立ち向かっていくため 国の役割を重点化しながら

地域発の経済成長と国際競争力の向上等を実現する広域行政と、福祉

やまちづくりなど住民に身近な行政の双方を充実・強化する。

(2) 憲法との関係

○地域主権型道州制の早期導入を図る観点、また、国家の統合に関する

国民感情 などを考慮し、現行憲法の下での道州制実現を目指す。(※)

※社会経済システムの国全体での統一性を重視する国民感情・意識
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○ただし、道州制導入の理念を実現するため、必要と認められる事項に

ついては、憲法改正を視野に入れた制度設計等の検討を排除するもの

ではない。

(3) 基本構造等

○道州制における地方制度は、現在の都道府県を廃止し、より広い区域

、 （ ）を単位に 地域の多様性を踏まえて新たに設置する道州 広域自治体

と基礎自治体の二層構造を原則とする。基礎自治体及び道州は普通地

方公共団体とする。

○基礎自治体・道州・国は、真に対等・協力の関係に立ち、それぞれの

、 、 、役割分担に応じた事務・権限 税財源 人的資源等を有するとともに

それぞれが、その役割について責任を負い、企画立案から執行管理ま

でを一元的に担うことを基本とする。

○大都市の位置づけは、それぞれの地域の実情に配慮しつつ、法律で明

確化する。

(4) 基礎自治体・道州・国の役割分担、相互関係

（役割分担）
※役割の例示は、道州制のイメージを示すためのものであり、確定的なものでは

ない （行政分野別の例示は別紙のとおり）。

※大都市の役割については、現在の都道府県の事務・権限を基本に据えて、更に

検討する。なお、道州の役割として例示したものであっても、現在、大都市に

関する特例等により指定都市が所管している事務・権限については、引き続き

当該基礎自治体が担うことを原則とする。

基礎自治体の役割

○現在、都道府県が担っている事務・権限を可能な限り基礎自治体へ移

譲し、基礎自治体は、住民に身近な行政分野を総合的に担う （住民。

自治・住民の利便性を拡大）

○補完性の原則及び住民自治拡大の観点から、特に基礎自治体において

は、町内会・自治会等のコミュニティ組織、ＮＰＯ、ボランティアグ

ループ等との連携や地域自治区制度の活用を通じて、様々な分野での

住民との協働を推進する。

＜基礎自治体の役割：例示＞

地域発展ビジョン（総合計画） 住民の安全・安心 消防・救急 防災・災害

復旧 観光・地域文化振興 地域産業振興 地域農林漁業振興 職業紹介、雇

用保険（認定・給付） 商店街振興 地域福祉（対人サービス全般、現金給付

の運用） 保健所・児童相談所 子育て支援（保育所・認定こども園、放課後

対策等） 地域環境対策（一般廃棄物処理、公害対策、環境影響評価） まち
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づくり・地域公共事業（都市計画、土地利用計画、公園・街路、上下水道、住

宅・建築、中小河川、一般道路、農道・林道、港湾・漁港、地域交通等） 教

（ 、 、 、 、 、 、 ）育 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 図書館 生涯学習 地域文化振興等

戸籍・住民基本台帳 近隣基礎自治体の事務補完（事務の共同処理）

道州の役割

、 （ ）○現在 国が担っている事務・権限を可能な限り道州 又は基礎自治体

へ移譲し、道州は、基礎自治体の区域を越える広域行政を担うととも

に、基礎自治体間の調整を行う。

○国の出先機関（地方支分部局）の事務は、基礎自治体や民間が担うべ

、 。 、きものを除き 必要となる財源・人員とともに道州へ移管する また

中央府省の事務についても、道州が担うべきものについては、同様に

移管する。

＜道州の役割：例示＞

【広域行政】

広域成長戦略 警察・治安・危機管理 広域防災・災害復興 広域観光・文化

振興（インバウンド、対外文化交流等） 広域産業振興 広域農林漁業振興

雇用対策・能力開発、雇用保険（基礎自治体の事務を除く 、労働基準監督）

広域医療（医師確保対策、ドクターヘリ、高度医療拠点、診療報酬の運用等）

介護報酬の運用 広域環境保全（地球温暖化対策・産業廃棄物対策等） 広域

公共事業（大規模河川、高速道路・広域基幹道路、治山・海岸、港湾（重要港

湾以上 、空港（現在の国管理空港を含む 、情報通信基盤等） 広域的交通体） ）

系の構築 高等教育（大学以上）・学術振興 統計調査（現在の国の統計を含む）

【基礎自治体間の調整】

基礎自治体間の財政調整 基礎自治体の事務補完（事務委託等） 複数の基礎

自治体に関連する施策・事業の調整、広域行政との調整

国の役割

○国の事務は、①国家の存立に関わる事務、②国家戦略の策定、③国家

的基盤の維持・整備、④全国的に統一すべき基準の制定に限定する。

○内政分野における国全体の基本戦略・計画や統一的な政策の方針・基

準等は必要最低限のものとする。

○国が制度の基本計画・基準等を定める場合でも、その実施主体は、民

間で実施するものを除き、原則として基礎自治体又は道州とする。そ

の際、基礎自治体及び道州に弾力的な運用を可能とする権限を付与す

る。
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＜国の役割：例示＞

【国家の存立に関わる事務】

皇室 憲法 司法 安全保障・防衛 国家的危機管理・テロ対策 国家的規模

の災害への対応、復旧・復興支援 出入国管理 外交・通商 通貨・金融シス

テム 食料・資源・エネルギーの安定確保 最低限の生活保障 国家的プロジ

ェクト 国政選挙 国の財政

【国家戦略の策定】

国家的成長戦略 国家的基本計画（教育・科学技術振興、社会保障、食料安全

保障・安定供給、資源・エネルギー、地球環境対策等）

【国家的基盤の維持・整備】

国土計画 国土保全 広域交通基盤・高速交通ネットワーク基本計画（一部実

施） 電波監理

【全国的に統一すべき基準の制定】

民事・商事・刑事等の基本法 社会保障（年金、医療・介護保険、生活保護、

地方に裁量の余地のない現金給付等）の基本的枠組み

（中央政府の見直し）

○地方への大胆な事務・権限の移譲により、中央府省の解体再編を含む

中央政府の見直しを進める。

○中央府省の抵抗を排除し、公正性・中立性を担保する観点から、基礎

自治体・道州・国間の事務・権限の配分について、それぞれ（道州制

導入前にあっては、市町村・都道府県・国）の意見を精査し、調査審

議する第三者機関を法律により設置する。第三者機関は、道州制への

移行後もその任に当たるものとする。

○その際、政府が第三者機関の答申を最大限尊重することを義務付ける

とともに、基礎自治体・道州・国の代表が参加する「協議の場 （道」

州制導入前にあっては、法定された「国と地方の協議の場 ）での合」

意を経て、それぞれが担う事務・権限を決定する仕組みを導入する。

（相互関係）

○基礎自治体・道州・国それぞれの事務・権限は法律により定めるが、

各層・各地域で住民ニーズに応じた施策が展開できるよう、特区制度

や事務処理の特例制度の活用等により、事務・権限、財源の移譲を柔

軟に行うことができる仕組みとする。

○基礎自治体は、自立した地域経営を行う主体として、自らの行政体制

の整備と行政能力の充実に努める。

○このため、基礎自治体が住民の意向を踏まえた自主的な合併を円滑に

進めることができる環境を整備する一方、道州制の下においても、多

様な基礎自治体が必要な住民サービスを持続的に提供し得る制度設計
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とし、近隣の基礎自治体による水平的な補完（事務の共同化）や、道

州への事務の委託などの垂直的な補完も柔軟に選択できることとす

る。

○基礎自治体及び道州の事務・権限に関する国の法令（法律及び政令に

限る）は大綱的なものにとどめ、当該法令に明確な委任規定を設ける

こと等により、基礎自治体及び道州に「上書き権」を含む広範な自治

立法権を付与する。

○広域行政の目的を達成するために不可欠なものに限り、道州が基礎自

治体の事務・権限に関する基準等を設定することを容認するが、道州

が当該基準等を設定できる範囲は最小限とし、法律によりそのメルク

マールや設定の手続を定める。

○基礎自治体・道州・国の代表が参加する「協議の場」を法律により設

置し、事務・権限の分担や税財政制度、国による内政分野における基

本戦略・計画及び統一的政策の方針・基準の策定など、重要事項につ

いて協議・調整する。

○同様に、基礎自治体と道州による協議組織を道州の条例により設置す

る。その際、住民自治拡大の観点から、同協議組織への住民の代表の

参加に配慮する。

(5) 地方税財政制度（財政調整制度を含む）

（地方税財政制度）

○基礎自治体及び道州が、それぞれの役割に応じた必要かつ十分な独自

財源を確保できるよう、国の基幹税（所得税、法人税、消費税）から

の大幅な税源移譲により、偏在性が小さく、安定性を備えた新たな地

方税体系を構築する。その際、国と地方の役割分担を踏まえ、消費税

の地方税化を有力な選択肢とする。

○地方税法に広範な委任規定を設けること等により、基礎自治体及び道

州が地方税の税目・税率等を独自に決定できるよう、課税自主権を拡

充する。

○税の賦課、徴収については、基礎自治体・道州・国がそれぞれ行うこ

、 、とを原則とするが 納税者の利便性向上や行政コスト削減の観点から

必要に応じ、徴収事務を基礎自治体・道州・国間で相互に委託できるこ

ととする。道州の徴収一元化による国への納付制度についても検討する。

○国庫補助事業は廃止し、必要な財源とともに地方へ移管する。国から

移管された財源の取扱については、道州内の基礎自治体間の財政格差

に留意しつつ更に検討する。

○地方債の発行を原則として自由化し、基礎自治体及び道州が、議会に

よる監視や市場による評価の下、自己責任により資金調達を行い、必
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要な社会資本整備などを円滑に行えるようにする。地方債全体の信用

力の維持に向けた方策や、個別団体の信用力格差の緩和策、新たな再

建法制の整備等については更に検討する。

（財政調整制度）

○道州においては、現在の地方交付税制度のように国が関与する仕組み

は導入せず、水平的な財政調整を基本とする。その際、地域間の偏在

性が高い税目等を財源とする「地方共有税」の創設を検討する。

○道州間の水平的な財政調整を円滑に行うため、客観的な配分基準の設

定等を担う調整機関を設置する。

、 、○基礎自治体間の財政調整については 道州が担うことを基本としつつ

その在り方を更に検討する。

○社会保障や義務教育、警察など、国の基準に基づき、全国的に一定水

、 、準の行政サービスを保障するための費用については 国と基礎自治体

道州の税源配分を踏まえつつ、国から基礎自治体及び道州への負担金

制度等の創設を検討する。その際、道州においては、水平的な財政調

整によっても水準を保てない場合の例外的な措置とする。なお、負担

金制度等は、社会保障等において、基礎自治体及び道州が自らの財源

で行う行政サービスの自由度を阻害するものであってはならない。

○権限・税財源の移譲に伴う国の資産及び債務の取扱いについては更に

検討する。

(6) 道州の組織

○全国一律の設置基準等は必要最小限とし、道州の条例により自主的な

組織を形成する。

○国・地方を通じた行政システムの大幅なスリム化・効率化を進める観

点から、道州の組織は極力簡素なものとする。

○道州には、広範な自治立法権を持つ一院制議会を設け、その議員及び

道州の首長は直接選挙で選出することを基本とする。議員の選挙制度

（ 、 ） 。選挙区制の在り方 比例代表制の導入等 については更に検討する

(7) 道州の区域

○経済的・財政的自立が可能な規模を有していることを前提とし、地理

的一体性、歴史・文化・風土の共通性、生活や経済面での交流などの

条件を踏まえて、法律により決定する。

○その際には、国民的なコンセンサスを得るためにも、透明性・客観性

の高い基準を設定するとともに、道州制推進（基本）法に基づく検討

機関の下に、各地域の住民の代表から道州の区域に関する意見を聴取

する会議等を設置することを検討する。
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○現在の都道府県の枠組みによる一体感や郷土意識を尊重する観点か

ら、それぞれの道州の判断により、旧都道府県単位等での出先機関の

設置や一定の予算配分、均衡ある事務事業の執行などに配慮する。

○道州の議会及び行政庁の所在地は、地域住民の意思を反映し、道州が

決定する。

(8) 大都市制度

○地域主権型道州制においては、多様な大都市制度を容認し、原則とし

て道州がこれを内包するものとする。

○大都市の行政需要等に応じ、現在の都道府県の事務・権限を担うこと

を基本に据えて、大都市の事務・権限を法定する。その際、当該事務

・権限に応じた必要かつ十分な独自財源を確保する。

○道州は、大都市に対し、事務処理の特例制度の活用等により、地域の

実情に応じた事務・権限、財源を、その効果的・効率的な執行にも配

慮しつつ、積極的かつ柔軟に移譲できるものとする。また、大都市の

様態等に応じ、法律で大都市の事務・権限とされたものであっても、

道州が処理できることとするなど、全国一律ではなく、大都市と道州

の間で柔軟に調整できる仕組みを検討する。

○東京都並びに現在検討されている新たな特別区（及びこれを包括する

道府県 、都市州、その他新たな大都市制度については、道州との役）

割分担など、道州制の下での在り方を更に検討する。
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２ 地域主権型道州制の実現に向けた工程

(1) 道州制推進（基本）法の制定 ＜平成25年通常国会までを目途＞

（推進法の主な内容）

○道州制導入の理念・基本方針

○道州制導入に向けた工程

※具体的な期限を工程ごとに設定

○内閣総理大臣を本部長とする道州制推進本部の設置

○制度設計等を担う検討（諮問）機関の設置

※地方公共団体の代表が参画

※住民の代表から道州の区域に関する意見を聴取する会議等の設置を検討

○事務・権限の配分を調査審議する第三者機関の設置

(2) 検討機関・第三者機関による制度設計等の答申

＜推進法制定後３年以内＞（答申に盛り込むべき主な内容）

○大都市の位置づけ

○基礎自治体・大都市・道州・国の役割分担、相互関係

○国の機構の再編

○地方税財政制度（財政調整制度を含む）

○道州の組織

○道州の区域 など

(3) 道州制導入に向けた法制の整備 ＜(2)の答申後２年以内＞

（法律事項の主な内容）

○大都市の位置づけ

○基礎自治体・大都市・道州・国を通じた事務・権限の配分

○基礎自治体・大都市・道州・国の代表が参加する「協議の場」の設置

○国の機構の再編

○国・地方を通じた税財政制度

○道州の区域・組織

○道州制への移行手続 など

(4) 道州制への移行 ＜推進法制定後６～８年以内＞

○地域主権型・多極型の「新しい国のかたち」を創造するという理念か

ら、道州への移行は全国一律を基本とするが、十分な国民的議論を踏

まえ、また、地方の発意や選択を重視する意見も尊重しながら、更に

検討する。



（別紙）

基礎自治体・道州・国の役割分担（行政分野別・例示）

国家の存立 皇室 憲法 司法 安全保障・防衛 国家的危機管理・テロ対策 国家的規模
（国） の災害への対応、復旧・復興支援 出入国管理 外交・通商 通貨・金融シス

テム 食料・資源・エネルギーの安定確保 最低限の生活保障 国家的プロジ
ェクト 財産権の保障 国政選挙 国の財政

基礎自治体 道 州

行 政 分 野 積極的な 必要に応じ 国
権限移譲 事務補完

成 長 戦 略 地域発展ﾋﾞｼﾞｮﾝ（総合計 広域成長戦略 国家的成長戦略
画）

安全・安心 住民の安全・安心 警察・治安・危機管理 安全保障・防衛（再掲）
消防・救急 広域防災・災害復興 国家的危機管理・テロ対
防災・災害復旧 策（再掲） 大規模災害

対応・復旧・復興支援
（再掲） 刑事基本法

産業・雇用 観光振興 地域産業振興 広域観光（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ等） 食料安全保障・安定供給
地域農林漁業振興 広域産業振興 広域農林 に係る基本計画
職業紹介、雇用保険（認 漁業振興 雇用対策・能 民事・商事基本法
定・給付） 力開発、雇用保険（基礎 通商（再掲）

） （ ）商店街振興 自治体の事務を除く 、 通貨・金融ｼｽﾃﾑ 再掲
労働基準監督

社 会 保 障 地域福祉（対人ｻｰﾋﾞｽ全 広域医療 医師確保対策 社会保障に係る基本計画（ 、
般、現金給付の運用） ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ 高度医療拠点 社会保障（年金、医療・、 、
保健所・児童相談所 診療報酬の運用等） 介護保険、生活保護、地
子育て支援（保育所･認 介護報酬の運用 方に裁量の余地のない現
定こども園、放課後対策 金給付等）の基本的枠組
等） み

環 境 一般廃棄物処理 公害対 地球温暖化対策 地球環境対策に係る基本
策 環境影響評価 産業廃棄物処理 計画

基 盤 整 備 まちづくり 都市計画 大規模河川、高速道路・ 国土計画 国土保全
土地利用計画 広域基幹道路、治山・海 広域交通基盤・高速交通
公園・街路、上下水道、 岸 港湾 重要港湾以上 ﾈｯﾄﾜｰｸに係る基本計画、 （ ）
住宅・建築、中小河川、 空港（現在の国管理空港 （一部実施）
一般道路、農道・林道、 を含む） 電波監理
港湾・漁港、地域交通 情報通信基盤

広域的交通体系の構築

教育・文化 幼稚園・小学校・中学校 広域文化振興（対外文化 教育・科学技術振興に係
・高等学校、図書館、生 交流等） 高等教育（大 る基本計画
涯学習、地域文化振興 学以上 ・学術振興）

そ の 他 近隣基礎自治体の事務補 基礎自治体間の財政調整
完（事務の共同処理） 基礎自治体の事務補完
戸籍・住民基本台帳 （事務委託等）

複数の基礎自治体間の施
策等の調整、広域行政と
の調整 統計調査（現在
の国の統計を含む）


